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鑑定セミナー・ストック重視・環境重視型社会における建物評価のあり方

を見落としていないかということ
です。別の言い方をしますと，不
動産鑑定士は市場の代行者たり得
ているのか。市場の代行者という
名のもとに甘えはないのか，こう
いうことで表現することかもしれ
ません。
　以上が私の問題意識です。
○河野　今ご指摘の論点について
は，後ほど詳しいお話を伺いたい
と思います。
　次は，吉村さんにお願いします。
○吉村　吉村総合計画鑑定の吉村
です。よろしくお願いします。
　私は，大学で建築学を学んだ者
として，不動産鑑定士になったと
きから，不動産鑑定における建物
の扱いについてはいつも疑問を感

整備状況と先進的な取り組み等に
ついて紹介していただきたいと考
えております。
　本セミナーの論点は，不動産鑑
定士，不動産カウンセラー等が関
わっている様々な業務の中で，古
くて新しいテーマである建物評価
の課題をマクロ的に取り上げ，評
価主体あるいはカウンセラーとし
て専門家責任を果たすために留意
すべき事項を中心に，不動産の実
務・研究分野の第一人者として活
躍されている３名の方にご意見を
伺います。本日ご出席の皆さんは，
それぞれ建物の評価やカウンセリ
ングに関して非常に高い問題意識
をお持ちであるとお見受けしてお
ります。
　最初に自己紹介を兼ねて，ご自
分の研究活動や日常業務で直面し
ている建物評価に関する論点につ
いて，まずキーワードでご指摘い
ただき，ご意見の詳細については
後ほど順次伺いたいと思います。
　それでは，中城さんからお願い
します。
○中城　明海大学不動産学部で教
員をしております中城です。よろ
しくお願いいたします。
　現在，私が取り組んでいる課題
は，不動産の取引制度，特に住宅
を中心として，世界各国の不動産
取引制度の比較検証，もう一つは
建物の長期利用についての研究で
す。
　さて，本日の座談会の論点につ
いてのキーワードですが，まず１
点目は，建物価格とは何か。言い
換えると，日本の建物価格の考え
方はグローバルに通用するのかと
いうことです。２点目は，土地建
物別の不動産制の中で，それぞれ
の価格を分離することを前提とし
て，それぞれの価格をどうしても
分割的・微分的・引き算的に発想
する中で，価格に反映すべき価値

はじめに

○河野　本日の不動産鑑定セミナ
ーは「ストック重視・環境重視型
社会における建物評価のあり方」
と題して，激変する不動産市場に
おける建物評価の諸課題と先進的
な取り組みについて議論を展開し
たいと考えております。
　私は，本セミナーの司会を務め
ます日本不動産研究所の河野です。
どうぞよろしくお願いいたします。
　さて，わが国は少子高齢化の進
展とともにストック型社会に移行
し，地球環境・省資源等への取り
組みから，長寿命で環境に配慮し
た不動産市場のあり方が問われて
います。一方で，建築市場を外観
しますと，既に，既存建築物の充
足によって量的には成熟しつつあ
り，新築市場から維持管理・改修
等ストック市場へと軸足を移しつ
つあると言えます。
　また，記憶に新しい「東日本大
震災」からの復旧・復興への取り
組みにおいては，建物の耐震性，
安心・安全性に対する国民の欲求
がますます高まり，さらに，原子
力発電所の事故による節電要請か
ら，省エネルギーへの取り組みの
必要性が高まっているところです。
　こうした社会構造の変化を背景
に，最近，不動産，殊に建物の評
価について抜本的に見直すべき時
期に来ているという声が大きくな
っております。今回のセミナーで
は，激変する不動産市場の潮流か
ら乖離しつつある建物評価の現状
と課題にフォーカスしたいと思い
ます。つまり，グローバルな建物
評価の考え方を探りながら，今後，
われわれはどのような視点で建物
評価に向かい合うべきかを議論し
ていただき，適正な評価を実践す
るために必要なデータやツールの

五十嵐　殉也（いがらし　じゅんや）

　アメリカン・アプレーザル・ジャパン
株式会社
　シニア・ヴァイス・プレジデント
　不動産鑑定士　MAI（米国不動産鑑定士）
不動産証券化協会認定マスター資格者
　2000年不動産鑑定士登録，2002年英
国レディング大学大学院不動産修士課程
修了。
　2003年よりアメリカン・アプレーザル・
ジ ャ パ ン に てM&A（ 合 併 と 買 収 ），
USGAAP（米国会計基準）及びIFRS（国
際財務報告基準書）などのPPA関連の不
動産評価のほか，日本企業の保有する海
外不動産の評価，海外の機関投資家や弁
護士事務所依頼による日本国内の不動産
に対する訴訟（Litigation）関連の評価
サービスなどを手掛ける。
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　それではこれから，幾つかの論
点について議論を進めていきたい
と思います。

建物の相対的位置づけと
評価の考え方の変遷

○河野　ところで，ここ半世紀の
不動産市場の変遷を振り返ってみ
ますと，土地神話が終焉するまで
長期間にわたって，いわゆるわが
国特有の土地本位制資本主義経済
に基づいて社会構造が形成されて
いた訳であります。不動産といえ
ば土地に焦点が当てられ，建物は
スクラップ＆ビルドという概念で
従物として位置づけられることが
多く，評価の考え方も専ら土地に
着目して体系化されていたと言え
るでしょう。そもそも土地の最有
効使用は建物があって初めて実現
するにもかかわらず，建物の寿命
が短かったことや，高度経済成長
における急速な高度利用の進展に
より，取り壊し最有効という概念
が支配的であったとも言えるでし
ょう。
　しかし，ここ十数年間で，評価
主体もしくはカウンセラーにとっ
て，不動産市場の捉え方が大きく
変化してきたと言われており，皆
様方も感ずるところが大であると
思います。
　そこで，皆さん方に，この十数

はないか。それがひいては国内の
不動産鑑定士の利益にもなると思
いますし，クライアントの利益に
もなるのではないかと思っており
ます。
○河野　ありがとうございます。
　最後になりましたが，私が本セ
ミナーで司会をお引き受けするに
至った経緯について若干触れてお
きたいと思います。
　皆さん方もご存知のとおり，本
年４月に（財）建設物価調査会よ
り，建物の実例データを活用した

「建物の鑑定評価必携」が改訂版
として発刊されました。本日ご出
席の中城さんと私は，この改訂版
の編集・執筆に参画し，また，日
本不動産カウンセラー協会の主催
で，この本をテキストにした研修
会が本年５月より全国５カ所で開
催され，多くの専門家の方々に解
説をしてまいりました。その研修
を受講された方々より「建物評価
について改めて考え直す機会を得
て，非常に勉強になった」という
反響が多数寄せられ，改めて建物
評価について議論する機会が少な
かったことを痛感しました。この
研修会を終了した直後に，本日の
企画をいただき，本座談会が建物
評価について再考する契機になれ
ばという思いで司会を受諾するこ
とにしました。

じていました。建物も不動産の一
部であって，土地と一体となって
その効用を発揮して不動産の価値
を形成しているのであれば，建物
についての多面的な分析が不動産
鑑定においてももっとなされない
のかということです。
　不動産鑑定士にとって建物評価
は古くて新しいテーマであると思
いますが，この後議論するような
時代背景となっている現在におい
ては，もっとしっかり取り組みま
せんかと，声を大にして言いたい
と思います。
○河野　続きまして，五十嵐さん，
お願いします。
○五十嵐　アメリカン・アプレー
ザル・ジャパンの五十嵐と申しま
す。よろしくお願い致します。
　弊社は，外資系の総合資産評価
会社です。ただ，資産評価といっ
ても，不動産のほかに機械設備や
企業評価，株価評価などにも携わ
っております。そのため，M＆A
に関する評価，海外のクライアン
トとの質疑応答，国内の不動産鑑
定士の方の鑑定評価書のレビュー
などを中心に行っております。
　そうした中で，現状の，いわゆ
る日本の不動産鑑定評価の原価法，
建物評価について，第三者への説
明責任を果たすという意味で，も
う一歩，二歩進んで議論すべきで
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す。
　日本では30年程度の耐用する
住宅をつくることが多いのですが，
そういう日本でも，例えば60年
の定期借地権の期間を全うできる
ような空間をつくりだす例があり
ます。外国の例になりますが，
100年たって建物そのものは劣化
しているけれども，それに反比例
する形で植栽等が成育し，お互い
に境界を越境しているけれども，
成熟する住環境があることが住宅
地の価値を形成するというコミュ
ニティの合意があり，市場もそれ
を評価する，劣化する建物を補っ
て余りある価値が実在するにもか
かわらず土地と建物価格分離の中
で価格として顕在化させることに
失敗しています。そういう意味で，
今までの評価は，あまりにも空間
の所有を主として考えてきたと言
えます。しかし，利用の仕方，例
えば，大きくなる木々をお互いに
うまく管理し，価値を高めていく
という人々の営みこそ価格の源泉
と言えます。つまり，所有に加え
て利用や管理が重要な評価軸とな

ていただきます。
　まず１点目は「評価軸の移動」，
２点目は「評価軸の多軸化」とい
うことです。
　評価軸の移動については，先ほ
どのご指摘にもありましたように，
所有から利用へ，土地から建物へ，
新築から既存へ，というように，
不動産で何が大切であるかという
重心が移動していることです。
　２点目の評価軸の多軸化という
ことですが，例えば住宅地を例に
とると，居住の快適性は，成熟し
た環境や心安らげるコミュニティ
の存在など，人の行為等を通して
初めて実現されるものですが，現
在行われている鑑定評価は，その
あたりをあまりにも捨象しすぎて
いて，大事なものを失っているの
ではないか，ということです。言
い換えると，時間が高める価値に
あまり目が向いていない。つまり，
建物価格は原価法を主として，時
間とともに安くなることを前提に
何の疑いも持っていないというこ
とは，大いに見直さなければいけ
ないのではないかと思っておりま

年間に建物の相対的位置づけと評
価の考え方がどのように変遷して
きたとお考えになっておられるの
か伺いたいと思います。
　最初に，吉村さんのご見解を伺
います。
○吉村　人口減少や高齢化などの
社会の成熟化に伴って，従来のス
クラップ＆ビルドではないストッ
ク型社会・都市の価値が問われて，
ストックとしての不動産評価の必
要性が高まっていると思います。
戦後の高度経済成長によるスクラ
ップ＆ビルド，平成のバブル崩壊
に伴う所有から利用への意識の変
化，外資系企業の進出に端を発し
た不動産の金融化・証券化及びグ
ローバル化，国際会計基準の潮流
などの不動産を取り巻く会計制度
の変化，世界的な懸案事項となっ
ている地球資源・環境問題と建物，
CRE・PRE戦略マネジメントの
必要性や，先の東日本大震災を契
機とした不動産に関する意識，課
題など不動産を取り巻く環境は激
変しております。
　建物は，土地と結合して一体と
なった複合不動産としてその効用
を発揮するものですが，ストック
としての価値判断がより求められ
る時代となれば，これまで以上に
建物評価などの精緻化による価値
の差別化が必要となると思います。
　また，環境不動産の価値評価へ
の将来対応についての仕組みづく
りも求められます。したがって，
その評価を行う専門家は多面的な
分析が求められて，専門的かつ横
断的な評価が求められることは必
然の流れではないかと思います。
○河野　ありがとうございます。
次に，このテーマについて中城さ
んに伺います。
○中城　吉村さんのご発言に集約
されていると思いますが，私は，
住宅地をイメージしてお話しさせ

評価軸の多軸化



Appraisal & Finance  2011. 1214

不動産としての評価はもちろんの
こと，建物のみの評価やIFRSな
どの国際会計基準に関係して，建
物の経済的残存耐用年数を求めて
くださいというように，土地以外
を調査対象とした依頼も増えつつ
あります。
　そうした背景も含めて，これま
で以上に原価法について，論理的
で，かつ第三者に説明できる建物
価格の評価が求められていると感
じております。ずいぶん昔の話か
もしれませんが，原価法のみを適
用して，その結果求められた積算
価格に様々な修正を加えて最終的
な評価額を求めるという方法では，
最近では，依頼者の納得感が得ら
れにくくなっているような気がし
ております。
○河野　有難うございます。皆さ
ん方から建物の位置づけが近年大
きく変わり，価値の捉え方も変化
してきたとの指摘がありました。
それでは，ここで次のテーマに移
りたいと思います。

世界の潮流とわが国における
取り組み

○河野　近年になって，地球温暖
化，生物多様性の喪失，廃棄物問
題等々，不動産分野に関連する環
境問題に対する危機意識が世界的
規模で高まっております。建物の
建設時の省資源化，耐久性の向上，
運用時のエネルギー消費量削減な
どにより，環境負荷低減に配慮し
た建築物の開発が急速に進展しつ
つあります。こうした不動産市場
の変化に対応するために，実は内
外の関係機関で各分野の方々が環
境配慮型不動産の適正な評価方法
の検討や，そのために必要な評価
指標の開発等に取り組まれている
ところです。
　こうした世界の大きな流れと，
わが国でも既に各種の取り組みが

が下がっていくというのは違うの
ではないかということは，本日，
私が申し上げたいテーマの一つで
もあります。
○河野　ということは，要因分析
の結果によっては増価修正も考え
るべきであるというお話でしょう
か。
○吉村　はい。
○河野　ありがとうございます。
　中城さんのお話の中に，「評価
軸の多軸化」という視点から時間
が高める価値，外構工作物やコミ
ュニティの価値にもっと目を向け
るべきであるという興味深い提案
については，後ほど中城さんから
詳しいコメントを頂戴したいと思
います。
　それでは，五十嵐さんのご見解
はいかがでしょうか。
○五十嵐　中城さんのお話は住宅
中心でしたが，住宅以外でも，こ
れまでの土地本位主義から，収益
性の重視へと変貌していると思い
ます。その過程で，不動産鑑定士
の評価手法も，以前の原価法のみ
の適用から収益還元法重視にシフ
トしていっていると思います。特
にDCFなどに代表されるように，
収益用不動産について，以前では
考えられないほど質が高い，第三
者に説明し得る収益価格となって
いると思います。
　ただ，一方で，原価法は，証券
化に関する不動産以外の不動産評
価については，いろいろ拝見する
に当たって，担当された不動産鑑
定士の方によってずいぶんとばら
つきがあって，根拠となる数値に
説得力がある方と，ない方という
ように，大きな差が出てきてしま
っているのではないかと危惧して
おります。
　さらに，グローバル化の影響も
あり，最近では更地としての評価
の依頼よりも，建物を含めた複合

っています。そして，空間だけで
はなく，それが将来どのようにな
るのかという時間もひとつの評価
軸となっています。日本では，住
宅地が細分化されて，せっかく醸
成された住環境が一気に破壊され
てしまうということが頻繁に起こ
ります。可変性は必要ですが，一
方で，変わらないという不変性も
大事です。それを集約すると，将
来の秩序予見性がキーワードです。
　評価軸の多様化をオフィスビル
で言うと，例えば2003年問題と
してコンバージョンが話題になっ
たことがありました。先ほど河野
さんからもご指摘がありましたが，
取り壊し最有効ではなくて，既存
のビルを，用途を変えて再利用す
る場合のベースビルとして捉える。
ベースビルの評価については，今
までとは異なる考え方が必要にな
る。こうしたことへの対応が大事
になってくると思っております。
○河野　今，中城さんから，非常
に興味深いお考えが示されました。
例えば，「評価軸の移動」という
視点について示唆されるものがあ
るように思いますが，吉村さん，
いかがでしょうか。
○吉村　そうですね。所有から利
用へ，土地から建物へ，新築から
既存へという評価軸の移動という
捉え方については同感です。この
流れは，日本経済が成長・崩壊・
停滞と変遷していくなかで，必然
の流れではないかと思いますが，
この変遷に対しての不動産に対す
る捉え方は，それほど変わらなか
ったというのが，私の印象です。
中城さんがおっしゃられたように，
建物は時間とともに安くなること
を前提に何の疑いも持っていない
という点に関しては，私も同じよ
うに疑問を持っています。良い設
計，良い施工がされて，良い使わ
れ方をしているのに，一律に値段
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てご紹介いただきたいと思います。
○五十嵐　海外の不動産鑑定は，
土地と建物とを明確に区分してい
る日本の不動産鑑定もしくは不動
産の権利とは異なって，土地と建
物を一体として評価することが大
前提です。したがって，以前から，
原価法よりも複合不動産としての
取引事例比較法や収益還元法が重
要視されてきました。
　しかし，近年，環境配慮型不動
産やクロスボーダー M＆Aに伴う
デューデリジェンス，鑑定評価の
際に，土地と建物を区分して検討
する必要性が高まっております。
そのため，海外の不動産鑑定にお

不動産のエネルギー効率の見える
化という共通目標を設定していま
す。
　例えば英国では，HIP（Home 
Information Pack）制度が創設
されて，その中でエネルギー効率
証明書を作成して取引時に利用し
ます。証明書が作成されると，価
格評価をする際には当然それを反
映しなければいけないことになり，
専門家はその能力が必要になりま
す。EUでも，エネルギー効率が
高い建物が本当に高く売れている
かどうかについては，まだ結論を
得ていないと認識しておりますが，
一方で市場だけを見るのではなく，
ある種の事実としてのデータがあ
れば，それに基づいて評価する能
力を養わざるを得ない。言い換え
ると，考え方を突き詰めるとこう
なるという専門家としての自覚と
思考経路が大事になってきている。
世界的に見ればそういうことでは
ないかと思います。
　実は，このHIPの制度は短命に
終わりまして，現政権になって廃
止されました。後ほど話題にのぼ
ると思いますが，RICSそのもの
は，HIPの導入そのものに反対で
したが，早速ハンドブックを作成
して，自分たちの職の確保に努力
しました。なお，HIPは廃止され
ましたが，エネルギー効率の部分
だけは存続しています。
　日本でも，いろいろな環境配慮
に対する制度，提案，実践もあり
ますが，市場にあらわれていない
ことに目をつぶっている現状だと
思います。そろそろ行動規範を変
えるべきではないかと考えており
ます。
○河野　グローバルな視点から各
種の制度や取り組みについてのご
紹介，ありがとうございます。
　次に五十嵐さんから，主として
アメリカにおける対応状況につい

なされているので，建物に焦点を
当てて，その取り組みの実例等を
紹介いただければと思います。
　最初に，中城さんから，最近の
世界の潮流について，まず，マク
ロな視点からお話を伺えますか。
○中城　世界の潮流ということで
は，国連が関与しているIPCCが
一番大きなトピックではないかと
思います。現在，IPCCは第４次
評価報告書が出ております。これ
は2007年に出されています。国
連の下部組織の気候変動に関する
政府間パネルとして，世界130カ
国の2000人以上の専門家の知見
を集約して，参加195カ国の政府
代表から成るパネルで認められた
評価報告書です。気候変動は避け
られない，特に海面下の土地の広
いオランダなどでは死活問題とい
うことで，欧州を中心に国や地域
を挙げて，国を超えて取り組んで
いる，そのきっかけになったもの
です。
　わが国では，環境配慮促進法あ
るいは省エネ法などの法律があり
ます。建物に関しては，東京では
東京都環境確保条例がありますし，
CASBEEを使った横浜市建築物
環境配慮制度があります。横浜市
の取り組みは各自治体が参考にし
て，都道府県も含めて多くの自治
体に拡大しております。
　行政的な大きな方向性としてい
ろいろ枠組みができていますが，
それが鑑定評価にどれほど反映さ
れるかについては開発途中です。
日本では，市場代行者として鑑定
士は，市場で顕在化しているとは
言えない要素は価格に反映しない
という立ち位置をとります。
　欧州では，EUを挙げて不動産
のエネルギー効率の見える化を行
う方針を決めました。それぞれ国
の法律があるので，各国の取り組
みの方法論は違いますが，大きく，

中城  康彦（なかじょう  やすひこ）

　明海大学不動産学部教授。
　1954年高知県生まれ。1979年名古屋
工業大学大学院工学研究科建築学専攻修
士課程修了。
　福手武夫建築都市計画事務所，財団法人
日本不動産研究所，Varnz America,Inc. 
勤務を経て，1992年株式会社スペース
フロンティアを設立し代表取締役就任。
明海大学不動産学部講師，助教授を経て
2003年より現職。2004年4月〜 2005
年3月ケンブリッジ大学土地経済学部客
員研究員。
　著書に『CRE戦略企業不動産を活かす
経営』（共著，日本経済新聞出版社，
2009年），『不動産カウンセリング実務
必携』（共著，日本不動産カウンセラー
協会，2009年），『RICS評価基準第6版』

（共訳，日本不動産カウンセラー協会，
2008年）などがある。一級建築士，不
動産鑑定士，博士（工学）。
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と鑑定評価」などについて研究発
表がされています。
　また，日本政策投資銀行は，現
在，オフィスビルの省エネや耐震
性能，防災対策などを総合的に評
価するGreen Building認証制度
を開発中ですが，平成23年９月
に「不動産における環境・社会的
配慮の評価と促進」という目標を
掲げて，日本不動産研究所と業務
協力協定を締結しております。
ます。
○河野　吉村さんからわが国の官
民における取り組み事例等を紹介
いただきました。ここで，先ほど
の中城さんのお話に戻らせていた
だきますが，EU諸国ではエネル
ギー効率の見える化に関する取り
組みとして「建物のエネルギー効
率」と「環境への影響」とを７段
階に格付けして評価する制度があ
るそうですが，この制度は今も続
いているのでしょうか。
○中城　はい，それは続いていま
す。EU共通の評価軸で，黄色，赤，
緑色など，素人でも人目でわかる
ようなアウトプットを用いて評価
するということを実践しておりま
す。
○河野　わかりました。この制度
は，先ほど吉村さんから紹介され
た政策投資銀行と不動産研究所が
連携しながら開発しようとしてい
る「グリーンビル認証制度」にも，
ある種共通する点がありそうです
ね。
○吉村　そうですね。日本政策投
資銀行の評価結果も，プラチナ，
ゴールド，シルバー，ブロンズの
４段階によって，対象ビルを改修
する場合の融資条件に適用すると
いうことをイメージしながらつく
られていると聞いております。

会」（座長：野城智也東京大学生
産技術研究所所長）が設置され，
海外の関連制度の調査や国内にお
ける環境不動産の現状把握を行っ
ております。また，国土交通省地
価調査課においては，平成21年
度に，「環境不動産等の不動産鑑
定評価のあり方の調査」（進行：
小林信夫日本不動産研究所特定事
業部部長）が行われ，環境に関す
る不動産市場の実態と当該市場に
おける不動産の環境価値の判断，
認識の状況を踏まえて，CASBEE
などの環境性能評価を前提とした
価格形成要因の分析，評価のあり
方など，鑑定評価と環境不動産と
の関わりについて議論されました。
　また，日本不動産鑑定協会の調
査研究委員会・収益還元法関連小
委員会・環境付加価値ワーキング
グループにおいては，約４年間の
活動を踏まえて，平成23年８月
に「環境性能が不動産評価に反映
される時代に向けて」（座長：伊
藤雅人住友信託銀行不動産営業開
発部次長）を調査研究成果物とし
て取りまとめています。
　民間の鑑定機関においても自主
研究を行っているケースが見られ
まして，日本ヴァリュアーズでは，

「環境と不動産評価」研究グルー
プによって，「サステナブル建築

いても原価法を重要視するケース
が増えています。
　その結果，例えばAppraisal 
Institute（米国鑑定協会）でも，
原価法に関連している書籍として

『An Introduction to Green 
Homes』 や『In defense of the 
cost approach』などが最近発売
されております。また，アメリカ
の不動産鑑定士の資格である
MAIの資格を持っている方限定
の専門コースであるProfessional 
Development Programと い う
ものがありますが，その中に４つ
あ る コ ー ス の う ち の 一 つ に
Va lua t i on o f s u s t a i n ab l e 
buildingsがあります。以前では，
アメリカという国は，ヨーロッパ
や日本に比べて環境に対する意識
が低いのかと思っていましたが，
こうした流れを見るにつれ，過去，
環境問題に目をそむけていたアメ
リカにおいても，ここ数年間で環
境に対する関心が急速に高まって
きたのではないかと思っておりま
す。
○河野　続きまして，吉村さんか
ら，わが国における各種の取り組
みについてご紹介願います。
○吉村　国土交通省土地市場課に
おいては，平成20年度に「不動
産の『環境』の価値を考える研究
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ております。
　ただ，海外の不動産鑑定士の方
は，文化の違いもあると思います
が，日本の不動産鑑定士の方と比
べると，細かい点を調査するとい
うよりも，幾つかのポイントに絞
って分析し，それ以外の部分には
あまり細かく分析することはない
ように感じております。
　これは，日本でも，海外でも，

章Cost Approach，18章Build
ing Cost Estimates，19章De
preciation Estimatesが該当し
ております。これらテキストから，
日本と少し違うと思った点は次の
３点です。
　１点目は，Entrepreneurial 
profit（開発利益）ですが，新築の
収益用不動産を評価する際，積算
価格よりも収益価格が高い場合に
は，その乖離の理由の一つを開発
利益・開発利潤と見なして，積算
価格に開発利潤を足したものと収
益価格を比べるという方法です。
これは日本でも，証券化，特に開
発型の証券化が盛んだったころに
はこうしたケースもあったのでは
と思います。
　２点目は，建物の経済的耐用年
数が何年かということを取引事例
から分析して査定する方法があり
ます。
　３点目は，減価額を算定する場
合，Breakdown methodといっ
て，物理的減価，機能的減価，経
済的減価，それぞれについての検
証を逐一行う方法です。
　また，実務上，弊社から海外現
地オフィスの不動産鑑定士に依頼
し，それをレビューしたケースで
は，例えば，当初建築した建物の
中に，結局のところは稼働してい
ない床面積がある，もしくは，当
初予想したよりも現実の稼働率が
非常に低いという場合，この減価
を経済的減価（EO：エコノミッ
クオブソレセンス）ということで
特段考慮するケースが最近増えて
おります。また，当初の用途と異
なって建物を利用している場合，
例えば当初はオフィスとして建物
を建てたけれども，現状は倉庫や
物置として使っているという場合
もこうした考慮の仕方をし，具体
的な金額を査定し，その分を経済
的減価と考慮して積算価格を求め

欧米における建物評価の
考え方と実務の現状

○河野　いろいろと貴重な事例紹
介とご意見を頂戴し大いに参考に
なりました。次のテーマに移り，
ここで，欧米における建物評価の
考え方と実務の現状についてご紹
介いただければと思います。
　先ほど五十嵐さんのお話にもあ
りましたが，欧米においては，従
来から評価のプロセスで豊富な市
場データを収集して，定量分析を
駆使しながら，説得力・説明力の
ある結論を導いていくことがかな
り重要視されているようですが，
こうした具体的な実例等をご紹介
いただきたいと思います。
　それでは，五十嵐さんからお願
いします。
○五十嵐　まず，大きく２つに分
けて，理論上・学問上の分野と実
務上で知っていることについてご
説明させていただきます。
　まず，理論上・学問上について
は，アメリカではUSPAP（Uni
form Standards of Professional 
Appraisal Practice：米国鑑定
業務統一基準）というものがあり
ます。これは，実務上の評価ルー
ルというよりは倫理規定が中心に
なっていますので，欧米における
建物評価の考え方という点につい
ては，アメリカの鑑定協会が一番
重要と考えているThe Appraisal 
of Real Estateもしくはアメリ
カの不動産鑑定士の資格である
MAIの テ キ ス ト の う ち530  
Advanced Sales Comparison 
＆ Cost Approaches，から説明
させていただきます。
　まず，The Appraisal of Real 
Estateというのは，アメリカで
は，不動産鑑定士であれば誰でも
マスターしているテキストで，全
部で30章あります。そのうち原
価法や積算価格に関する部分は17

吉村　真行（よしむら　まさゆき）

　㈱吉村総合計画鑑定代表取締役社長。
不動産鑑定士・一級建築士・再開発プラ
ンナー・不動産カウンセラー。
　1988年東京大学工学部建築学科卒業。
90年東京大学大学院工学系研究科建築学
専攻修士課程修了。安田信託銀行（現み
ずほ信託銀行）開発事業部・不動産企画
部・不動産鑑定部等にて再開発・信託・
コンサル・鑑定業務等に従事した後，99
年吉村総合計画鑑定を創業。㈳東京都不
動産鑑定士協会理事，業務推進委員長，
㈳日本不動産鑑定協会業務推進副委員
長，不動産鑑定業将来ビジョン研究会委
員・Aチーム（新ニーズ発掘・産業組織
改革）座長，不動産鑑定士試験短答式試
験委員，公益社団法人ロングライフビル
推進協会（BELCA）事業推進委員会委員，

「既存ビルの適正な価格評価実現方策の
検討委員会」委員，有楽町駅前第１地区・
金町６丁目地区市街地再開発事業審査委
員等を歴任。㈳日本不動産鑑定協会理事，
NPO法人日本不動産カウンセラー協会
理事，大震災復興等支援特別委員会委員
長，CRE・PRE戦略マネジメント推進
PJ副幹事，BELCA・ER作成者連絡会
議メンバーほか大橋地区・淡路町２丁目
西部地区・西富久地区等の市街地再開発
事業審査委員等を務める。
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関連して何かご意見はありません
か。
○吉村　五十嵐さんのお話を聞い
ていて，意外にも大雑把であるん
だなという印象を受けました。事
例が多く取れるのであれば，この
ようなデータに基づいた判断がで
きるのかなと思いますが，最近話
題になっているIFRSの導入によ
る建物の減価償却の主テーマであ
る耐用年数のイメージがあったも
のですから，少し意外でした。こ
れまでの減価償却では，一般的に
は法人税法上の耐用年数を一律使
っていたものが，IFRSにおける
耐用年数は，企業の期待する使用
計画に基づいて設定しなければな
らないため，全ての固定資産につ
いて経済的使用可能期間を自社で
見積もることが求められ，建物の
重要な要素に細分化して，個別に
減価償却を行うとされています。
ですので，私はこれから取り組ま
なければいけない耐用年数などは
もっと細かい世界だとイメージし
ていたので，今のお話を聞いて，
正直なところ，少し驚きでした。
○五十嵐　先ほどお話ししたこと
は，基本的には躯体の部分になっ
てしまいますが，設備については
後ほどご説明させていただきます
が，例えばアメリカでは，日本で
言うところのBELCAやJBCIに
該当する資料に事細かに書いてお
りますので，設備については細か
い対応ができていると思っており
ます。
○河野　関連事項があれば，また
後ほど意見交換をさせていただく
ことにしましょう。
　続きまして，中城さんから，
RICS（英国王立勅許鑑定士協会）
の評価ルールと実務の現状につい
てお願いします。
○中城　RICSはイギリスのサー
ベイヤーの団体です。イギリスで

と思いますが，海外では土地と建
物とが一体となった取引事例が多
く入手できます。その一体となっ
た取引価格から土地価格を引いた
残りの部分が建物価格，つまり建
物の時価と考えて，その建物の新
築の価格，いわゆる再調達原価と
比べてどのくらいマイナスになっ
ているかを分析します。仮に再調
達原価を100として，建物価格が
80であれば，20％減価している
ということなります。この建物が，
例えば築10年であれば，10年で
20％減っているということは，経
済的耐用年数は50年ではないか
という方法で分析しています。
　細かい点，重要な点ということ
ですが，例えば今は使っていない
床面積の部分は，どうしても，私
が日本で評価をしてみると，当初
は会議室として使用しようとして
いたものが共用オフィスになって
いたという場合に，いろいろ減価
すべきかどうか，経済的減価とし
て考慮すべきかどうか，悩んだり
しますが，海外の方は，それはオ
フィスだから同じだ，あまり気に
しないと。例えば稼働率について
も，80％稼働しているとしても，
工場がいい例ですが，ラインによ
って，もしくは建物の違いによっ
て，50％になったり，90％になっ
たりするといったところは，それ
ぞれの建物ごとに細かく調査する
というよりは，全体として80％で
あれば，その数値を適用するとい
う方法です。ですから，海外の方
は大雑把というか，そういったと
ころがありますが，稼働率や当初
予定していた用途とは違う用途，
今は使っていない部分，そうした
ことに焦点を絞って減価している
と思います。
○河野　なるほど。ありがとうご
ざいます。
　吉村さん，五十嵐さんのお話に

不動産鑑定士に共通した意見だと
思いますが，原価法は基本的には
理論的な評価方法であるという共
通理解があります。また，対象不
動産の継続使用という前提下では
重要な指標になると思いますが，
実際の取引のための評価となると，
やはり比準価格や収益価格が重要
視されると思います。従いまして，
評価に当たっては，何のために評
価をしているか，その依頼目的や
評価条件を明確にして，理論的な
価格と実際のマーケットの価格に
ついて，クライアントや第三者に
誤解を与えないような注意が強く
意識づけられていると思います。
○河野　ただいま伺った五十嵐さ
んのお話について，２点ほど質問
があります。
　１点目は建物の経済的耐用年数
を取引事例から査定していくとい
うのは，具体的にどのような手順
を踏むのでしょうか。２点目は，
あまり細かい点は調査せず，重要
な箇所に焦点を絞り，それ以外は
柔軟に対応するとのことですが，

「重要な箇所」とは具体的にどう
いうことでしょうか。
○五十嵐　まず，建物の経済的耐
用年数を事例より査定するという
ことは，日本でも応用できること
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RICSのメンバーはそのような仕
事はするべきではないというのが
基本姿勢でしたが，いざ制度化さ
れると，そういうものにも取り組
まないと自分たちの職域そのもの
が危なくなるということでこうい
う対応をしております。

に含まれるということです。land
という言葉は「土地」と訳すしか
ないのでそう訳しますが，実は「土
地価格」には建物価格も含んでい
るケースが非常に多いことを見過
ごしたまま，日本的な「土地価格」
と理解してしまうととても大きな
ミスを犯すことがあります。いろ
いろ和訳されているものの中には，
もしかしたらそういうものもある
のかもしれないという危惧を抱い
ております。
　それはともかく，土地価格の中
に建物価格が含まれているという
のは，五十嵐さんがご指摘された
アメリカと同じです。そうします
と，日本の場合，例えば配分法，
複合不動産の取引価格から土地の
取引価格を抽出するために建物価
格を引く，配分法イコール土地価
格データ入手のための手法ですが，
イギリスでは，土地価格を求める
ためだけにあるわけではなくて，
複合不動産の取引価格から土地価
格を引いて建物価格を出すことも
配分法であって，どちらが優位だ
とか，どちらが頻繁に行われると
いうものでもありません。複合不
動産の値段から，建物価格を知り
たいときに土地価格を引くことが
一般のこととして行われておりま
す。
　これは収益還元法でも同じです。
日本では何と言っても土地残余法
が重要です。複合不動産に帰属す
る純収益から建物帰属純収益を引
きますが，前提として建物価格は
既知であると考える。イギリスで
は，建物残余法も同等に採用する
ことが特徴かと思います。
　先ほどHIPの話をしました。世
の中のニーズがあって新しい制度
ができると，RICSは早速に実務
のための解説書を作成します。
HIP制度は，伝統的なRICSの仕
事からすると下位の仕事で，

は，日本の鑑定評価基準に該当す
るようなものを国が定めるのでは
なく民間が定めており，RICSは，
その民間団体の中で極めて有力な
団体ですので，RICSが定めた評
価基準が英国でのデファクト・ス
タンダートになっています。
　RICSの評価基準についてはカ
ウンセラー協会において日本語に
訳していて，日本語で読むことが
できて大変便利になっております。
　その目次を見ると，「第１部　
実務規程」と「第２部　英国実務
規程」となっております。第１部
の「実務規程」は，IVCS（国際
評価基準委員会）のIVS（国際評
価基準）を採用しております。そ
ういう意味で，イギリスの評価基
準は基本的にIVSを採用しており
ます。しかしながら，イギリス独
自の事情がいろいろあるので，英
国金融サービス機構，英国財務会
計公認協会，英国銀行家協会等と
協力してイギリス独自の基準を策
定したのが「英国実務規程」とな
っております。
　この基準は毎年見直しを実施し
ておりまして，社会の変容，ニー
ズに大変敏感な基準になっている
と指摘できると思います。つまり，
民間団体による経常的な努力がな
されていて，それが社会のニーズ
を常に吸い上げる形で運用されて
いる。成果物も公表されていてわ
かりやすい仕組みになっていると
思います。
　RICSの評価基準は「レッドブ
ック」と言われています。評価基
準そのものは，あまり細かいこと
を書いているものではないという
点は米国と同じですが，特徴的な
ことを申し上げますと，建物の所
有権という概念がありませんので，
土地は建物も含む概念になります。
つまり，建物価格はないことにな
りますから，建物価格も土地価格

河野　　擴（かわの　ひろし）

　一般財団法人 日本不動産研究所 顧問，
NPO法人 日本不動産カウンセラー協会 
理事長

〈経歴〉財団法人 日本不動産研究所入所，
本所 システム開発部次長，審査部次長，
札幌支所長，コンサルタント部長，理
事，常務理事等を経て，現職

〈公職〉横浜市住宅政策審議会委員，札
幌国税局土地評価審議会会長代理，相
模原市固定資産評価審査委員長，㈳北
海道不動産鑑定士協会副会長，㈳再開
発コーデイネーター協会国際委員長，
東京都及び横浜市関連の開発PJ審査委
員等々を歴任。現在，横浜MM21開発
事業者審査委員会常任委員，東京都関
連の開発PJ審査委員，都市再生機構再
開発審査会委員，組合施行再開発審査
委員会委員等々に就任

〈資格等〉不動産鑑定士，不動産カウン
セラー，再開発プランナーほか

〈著書〉
　「投資不動産の分析と評価」東洋経済

新報社（共著）
　「不動産マネジメント入門」東洋経済

新報社（共著・監修）
　「建物の鑑定評価必携；外構・工作物編」

㈶建設物価調査会（共著）
　「不動産カウンセリング実務必携」

NPO法人日本不動産カウンセラー協
会（共著・監修）

　「改訂版 建物の鑑定評価必携」㈶建設
物価調査会（共著）ほか
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建物評価の現状と課題

○河野　さて，わが国における建
物評価の実態は，欧米に比べて，
全般的にはかなり高い水準にある
と言われてはいますが，最近の世
界水準は，きめ細かな対応によっ
てレベルアップしているようで，
幾つかの課題が表面化しています。
例えば，わが国は少子高齢社会に
突入して，フローからストック型
社会へ移行したにもかかわらず，
改修・改築に伴う再調達原価や減
価修正の考え方の整理が遅れてお
りますし，さらには，コンバージ
ョンに関するコストパフォーマン
スの分析などもかなり遅れている
と指摘されています。
　そこで，こうした問題があるこ
とを踏まえて，皆さん方に，わが
国の建物評価について厳しく現状
分析をしたうえで，その課題を指
摘していただきたいと思います。
　まず吉村さんから，全体の問題
点についてご指摘いただければと
思います。
○吉村　建物評価に関与する専門
家として，不動産鑑定士，一級建
築士などが挙げられると思います
が，先ほどお話ししたように，多
面的な分析を必要とするため，建
物評価を行う場合には，専門的か
つ横断的な評価が求められると思
います。不動産鑑定士は，不動産
の経済価値を判定して，これを貨
幣額をもって表示するという，不
動産鑑定評価を行う専門家である
ことが不動産の鑑定評価に関する
法律によって定められております。
当然のことながら，建物も不動産
の一部ですので，建物そのものの
鑑定評価，または，多くの場合は
建物を含んだ複合不動産の鑑定評
価を不動産鑑定士が行うことにな
ります。

○中城　日本の鑑定士がアジアで
仕事をする機会が多くなっていま
すが，アジア諸国ではRICSの基
準を採用するケースも少なくない
ので，そういう意味では貴重な企
画だと思います。協力させていた
だきたいと思います。
○河野　五十嵐さんにお尋ねしま
すが，USPAPも，御社（AAJ）
が10年前に和訳出版されました
ね。
○五十嵐　正確には，弊社とほか
の不動産鑑定士の方との共同だっ
たと思います。
○河野　そう，共同翻訳出版でし
たね。それで，今後，最新版につ
いて翻訳出版する予定はあります
か。
○五十嵐　当時の状況から幾つか
変更は，英文のほうではもちろん
ありますが，翻訳しようという動
きは，今のところはあまりないよ
うです。
○河野　そうですか。今後，不動
産投資市場の国際化の流れが益々
進展する方向にありますので，御
社が中心になってUSPAP（米国
鑑定業務統一基準）の翻訳出版事
業を進めていただければわれわれ
の実務に活用させてもらえると思
っております。

　よりわが国の参考になるものと
して，居住用建物のサーベイがあ
ります。一般的な日本の鑑定士の
概念からすると，やや下位の仕事，
些末な仕事と受け取る向きもあり
ましょうが，ニーズがあれば，早
速に組織を挙げて，対応するなら
どのようにすべきかという実務の
標準化を提案する。そのことを通
じて組織のステータスを守ると同
時に，取り組みたいメンバーが取
り組む際にはこれを参考にしてく
ださいと示す。このようなに職域
の確保に常に目配りしていること
も特徴かと思います。
○河野　このRICSのRed Bookで
ありますが，わが国では第６版ま
で和訳出版されていますが，第７
版が公表され，次の第８版で大幅
に改訂されるようですね。
○中城　はい。
○河野　実は第８版の改訂が来春
に予定されていることから，私が
関係している日本不動産カウンセ
ラー協会（JAREC）では，第６
版に引き続き第８版の翻訳出版権
を取得する予定で，現在RICSと
交渉中です。JARECの翻訳出版
特別委員会の委員長をお願いして
いる中城さんには，第８版の翻訳
出版にも引き続きご協力いただき
たいと思います。
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ではありませんが，経済的要因に
ついてや，耐用年数に基づく方法
と併用すべき観察減価法について
は，どういった要因分析や根拠に
よって減価するのかという点につ
いては，なかなか答えを見つけに
くいというのが現状ではないかと
思いますので，このあたりに関係
する評価軸の整理が課題の一つで
はないかと思います。
○河野　次に中城さんから，わが
国における建物評価と現状の課題
についてご指摘いただきたいと思
います。
○中城　先ほど吉村さんから，３
手法全般に目配りした上で，建物
評価はどういうところが問題かと
いうお話がありましたが，私は，
原価法に的を絞ってコメントさせ
ていただきたいと思います。
　まず，現状の原価法を適用して
建物積算価格を出す場合第１の問
題点は，鑑定評価基準どおりに鑑
定評価しているかということです。
つまり，再調達原価の査定方法に
は，直接法と間接法があり，直接
法は，実際に見積書などを手に入
れて，それに価格時点の単価を入
れて，総価格積算法のようなもの
をする，あるいは，請負の金額を
適宜時点修正等をして再調達原価
を求めることを想定しています。
時点修正については，建築工事費
の内訳は多岐にわたっていますの
で，一つの時点修正指標だけでは
難しいわけで，いくつかの項目に
分割して，それぞれにふさわしい
多様なデフレーターを使うことが
望ましい。総価格積算法にせよ，
時点修正法にせよ，本当に直接法
を適用しているのでしょうかとい
うのが第１の問題点です。
　２点目は，一般には間接法が適
用することが多いのだろうと思い
ますが，間接法というかぎりは，
実際の建設事例を収集し，現地を

存の資料などを活用することによ
って改善が可能であると思います
が，経済的要因や観察減価法につ
いては，評価の精緻化の一つの課
題として見直す必要があると考え
ております。
　建物評価といっても，複合不動
産の評価の内訳である場合が多い
ので，複合不動産の評価において
建物の評価要因がしっかり反映さ
れるべきでしょう。したがって，
多くの複合不動産の評価において
中心となる収益還元法における建
物評価の充実が必要であると思い
ます。そのため，建物グレードな
どの違いによりキャッシュ・イン
フローへ影響のある項目，キャッ
シュ・アウトフローへ影響のある
項目，各種利回りにおける建物関
係のリスクプレミアムなどの評価
軸の検討や精緻化が必要ではない
でしょうか。
○河野　吉村さんのご指摘の中に

「減価修正について課題あり」と
いうお話がありましたが，もう少
し具体的に問題点を指摘して下さ
い。
○吉村　先ほども少し，IFRSに
おける耐用年数のお話をさせてい
ただきましたが，IFRSの耐用年
数などでも，物理的耐用年数と機
能的耐用年数を，同種の資産を有
する企業の経験に基づき，将来の
期待効用を考慮して経営者が決定
するという，結構ハードルの高い
内容になっているのかなと思いま
す。鑑定評価においては，現状，
物理的要因，機能的要因あるいは
耐用年数に基づく方法については，
機械的な処理であるという印象が
あり，その根拠となるところが果
たして十分かという感じがします
が，この辺は改善が可能ではない
かと思います。
　しかし，物理的要因，機能的要
因と完全に独立している減価項目

　しかしながら，不動産鑑定士の
建物に関する専門的知見のレベル
については課題が多く，他の専門
家の知見の活用などのサポートが
必要であるのが実情ではないかと
思います。
　建物は，文化財の指定を受けた
建造物などの一部の建物を除いて
は，多くの場合は，単独で成立し
ているものではなく土地と一体と
した複合不動産として市場性を有
し，土地と結合して有機的に効用
を発揮しています。このため，建
物のみの鑑定評価は，土地と一体
としている状態を前提として，そ
の全体の鑑定評価額の内訳として
建物について部分鑑定評価を行う
ことになります。建物評価におい
ては，実務的には原価法が中心と
なりますが，複合不動産の価値を
求めるために有効な手法である収
益還元法によって土地・建物一体
の価値を求めて，その内訳として
の建物の価値を求めることもあり
ます。建物のみの評価手法として
は，原価法，取引事例比較法，収
益還元法の３手法が挙げられます
が，その中心としては原価法が位
置づけられると思います。
　原価法については，再調達原価
と減価修正（物理的・機能的・経
済的減価）の把握がポイントにな
ると思います。再調達原価につい
ては，個人的にはJBCIなどの既
存の資料などをうまく活用できれ
ば十分なレベルに達するのではな
いかと考えております。
　しかし，減価修正は，減価の要
因（物理的・機能的・経済的要因）
に着目して，耐用年数に基づく方
法と観察減価法を併用して減価額
を求めるというものですが，これ
に関しては，現状は課題ありとい
う認識を持っております。物理的
要因，機能的要因や耐用年数に基
づく方法は，他の専門家による既
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的減価や観察減価が，私が知る限
りでは，その評価を担当された鑑
定士の方もしくは鑑定事務所の対
応によって大きくぶれやすいとこ
ろかなと思っております。もちろ
ん，クライアントや第三者からの
質問に対してきちんと答えられて
いる方が多いとは思いますが，中
には，具体的な根拠等が十分では
ないケースもあると聞いておりま
すので，特に経済的減価と観察減
価については，ある一定のコンセ
ンサスというか，共通理解が必要
ではないかと認識しております。
○河野　お三方からわが国におけ
る建物評価の現状と課題について
一通りお話を伺いましたが，さら
に付け加えるべきことがあれば，
何方からでも結構ですのでコメン
トをお願いします。
○吉村　建物評価といった場合，
冒頭からもお話ししていますよう
に，土地と一体となった複合不動
産として不動産の価値が形成され
るところから，エンジニア的な建
物のファクターも含めて，建物に
関する要因分析が不動産全体の評
価に直結するような，そうした仕
組みが出来ないものか。これは，
原価法でも，収益還元法でも，あ
るいは，実務的にはあまり適用さ

改修工事から時間がたてばたつほ
ど改修工事の価格反映率が高くな
るという，常識的には考えられな
い計算結果になります。実際にそ
のような方法を用いていることに
ついて，それを改善することの必
要性を感じているのかということ
です。
　減価修正についても，資料を徴
求すれば入手できるはずですが，
鑑定士が，何らかの理由でそれを
行っていないということであれば，
現状の課題として指摘できるので
はないかと思います。
　先ほど五十嵐さんから，原価法
は大変理論的な方法であるという
ご指摘があって，私も全く同感で
す。原価法の理論的なところをま
ず理論的に行うことが第１点であ
りまして，そして，吉村さんから
ご指摘があった，経済的・機能的
要因が複合的であることを，その
次のステップで表現していくこと
が大事であると思います。機能的・
経済的な要因はなかなか表現しに
くいと思います。それを最初から
折込むのは大変なので，理論的に
表現しやすい物理的なものについ
てまず精緻化した上で，機能的・
経済的なものを第２段階として反
映していくことが良いのではない
かと考えております。
○河野　ありがとうございました。
　続きまして，五十嵐さんからご
意見を伺いたいと思います。
○五十嵐　建物評価の現状と課題
ということですが，原価法の適用
にあたっての再調達原価について
は，一部の特殊な建物を除けば，
現在，日本で入手できる資料であ
るJBCIや，河野さんからご紹介
がありました建物の鑑定評価必携
などの既存資料で十分ではないか
と思っております。ただし，吉村
さんからのコメントにもありまし
たが，減価修正の方法，特に経済

見た上で評価対象の建物と比較し
て間接的に求めるということです。
建設事例をたくさん収集している
のでしょうか，建設事例を現地で
見て，評価対象建物との比較を適
切にしているのでしょうか。つま
り，本当に間接法を適用している
のでしょうかというのが第２の問
題点です。
　最近，不十分な鑑定評価で行政
処分がありましたが，その一つの
理由が，建物の評価額が適正を欠
くことであったように思いますの
で，これから鑑定士は，まず基準
をきちんと運用することが求めら
れている。それが必ずしも十分に
実践されていないことが問題の背
景として指摘できるのではないか
と思います。
　次に，減価修正の話です。先ほ
どの吉村さんのお話ですと，他の
専門家による既存資料を活用する
ことで改善が可能とのことでした
が，鑑定士にその能力と気概がな
いと，資料があっても実行されな
いことになろうかと思います。
　実は，この点については，私も
同じような危惧を抱いており，河
野さんからご紹介いただいた評価
必携においても改善提案を行いま
した。事実として更新・改修工事
を実施している建物について，本
当にそれを反映した減価修正をし
ているのでしょうか。事実は，ビ
ルオーナーあるいは追加改修工事
を行った業者に聞けば，工事の時
点や費用がわかるはずです。そう
いう資料の徴求を本当に求め，そ
して，改修工事の減価修正への反
映を本当に行っているのか。これ
が減価修正にかかる問題点です。
　改修工事を減価修正に反映する
方法として，経済的残存耐用年数
を延ばす形を採用するとこが多い
のですが，この方法では，工事直
後はあまり価格反映されない一方，
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います。そこでまず，現在，整備
されている有用なデータやツール
と，既に開発に取り組まれつつあ
る評価指標やツールの概要につい
ても紹介していただければと思い
ます。
　まず，五十嵐さんから，米国で
活用されている有用なデータ・ツ
ールについて具体的に紹介してい
ただきたいと思います。
○五十嵐　まず，アメリカで，再
調達原価を求めるためのデータ・
ツールとして，Marshall Valua
tion Serviceというサイトのペー
ジがあります。これは，日本で言
うところのJBCIや建物の鑑定評
価必携のような資料で，建物の評
価，再調達原価を行うに当たって
必須の資料です。また，その中に，
設備ごとの経済的耐用年数や機械
設備の資料などの詳細な資料も多
くあるので，アメリカではこうし
たものを使っています。
　また，ヨーロッパでは，EU全
体としての詳しい資料はあまりな
い よ う で す が，Gardiner & 
Theobald による International 
Construct ion Cost Survey 
Values in Euros があり，主要各
国の建物の種類別の平米当たりの
建設単価のレンジが載っている資
料が有名かと思います。あとは，
ドイツに BKI cost planner とい
う資料があり，こちらも再調達原
価を査定するにあたってドイツで
使われているようです。
　それ以外の国では，フランスや
イタリア，スペインなどを調べて
みましたが，こうした再調達原価
を求めるための資料，建物の鑑定
評価必携に該当するような資料は
乏しいようです。
○ 河 野　 ア メ リ カ に お け る
Marshall Valuation Service は
かなり分厚いデータ集とお聞きし
ていますが，日本円でどのくらい

で，建物に関連する環境価値の視
点から，若干，コメントさせてい
ただきます。
　近年，国内外において環境問題
に対する関心が高まっている中で，
わが国でも国及び自治体において
は地球温暖化対策の推進に関する
法律・条例等により各種の施策を
講じております。また，先進企業
においては専ら社会的責任（CSR）
の観点から環境価値の向上，優良
な環境不動産のストック形成，環
境・エネルギー技術の向上等，環
境パフォーマンスの向上を目指し
た各種の取り組みを進めています。
　従って，今後，われわれは不動
産の環境価値に関連して，二酸化
炭素排出量の削減，地球温暖化対
策推進法，エネルギー使用の合理
化に関する法律，不動産に係る環
境価値評価基準等々の動向，更に
は環境配慮型不動産の供給及び取
引・投資市場の状況等々に注視し
ながら，対象不動産が環境価値に
配慮しているか否かについて，充
分に調査・分析する必要があるで
しょう。
　つまり，今後の課題として，環
境配慮型不動産についてはそのコ
ストとパフォーマンスの両面から
適正な価値評価を行うように努め
るとともに，環境価値に配慮して
いない不動産については市場性・
経済性の両面から思い切って厳し
い判断を加えて行くべきであると
考えます。

適正な評価に有用な
データ・ツール

○河野　ところで，建物評価を適
正に実践するためには，そもそも
各種のデータやツールが必要とな
りますが，評価主体がその整備状
況を必ずしも十分把握していると
は言えず，十分に活用されていな
いというのも実態であるように思

れていない複合不動産の取引事例
比較法でも言えることですが，今
後，ストック型社会になっていく
ときに評価に求められる重要なポ
イントではないかと思いますので，
このあたりに関係する項目につい
ては，なるべく深堀りしていき，
実務的な評価の現場に落とし込め
たらいいなと思います。
○河野　そうですね。実務の実態
としては，2002年の鑑定評価基
準の改正により物件調査の拡充が
図られました。この改正で建物に
関する個別的要因の調査はかなり
精緻に行われるようになったこと
は大いに評価されるところですが，
これはあくまでも定性分析の域を
脱しておらず，もっと個別的要因
を定量分析して，それを建物の価
値に反映させるようなアプローチ
が必要ではないかと思います。そ
の辺はいかがですか。
○吉村　定量化，数値化，見える
化という点については，証券化対
象不動産の評価の中で，建物のリ
スクの部分に関しては，エンジニ
アリング・レポートの導入などに
よって，リスクの程度と問題点を
是正するために必要となるコスト
の把握ができ，そしてこれらを価
格にどう反映させるのかについて
相当程度精緻化できたと思います。
しかし，日本的かもしれませんが，
マイナスがあったら減点していく
という減点主義的な発想だけでは
なく，プラスの部分もしっかりと
評価して見える化できたらいいな
と思います。プラス・マイナス両
面が不動産の価値に反映されるべ
きですので，建物評価においても
大きな課題ではないかと思います。
○河野　その問題については，後
ほど取り上げて議論を深めたいと
思います。ところで，これまでお
三方から環境問題についていろい
ろご指摘がありましたので，ここ
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行政処分の対象になるほど大きな
問題を抱えていることについて，
もう少し自覚すべきだというお話
を申し上げました。評価必携の中
では，再調達原価の間接法につい
て，ある考えを示させていただい
ております。間接法は，建設事例
から評価対象建物の再調達原価を
求める方法ですから，そこに品等
格差修正が発生します。外壁が御
影石のものと二丁掛タイルのもの
の比較は，格差修正率にして何％
か，これを適切にしませんと再調
達原価が精緻に求まらないわけで
す。その際，土地価格を比準する
ときに，交通接近条件，行政的条
件，環境条件，画地条件など幾つ
かにグルーピングして，それぞれ
修正率を求めて全体の補修正率を
求めるということをしていること
が参考になります。建物について
も，同じように，幾つかの価格形
成要因をグルーピング化して比準
するのが精緻化に効果的ではない

どういう項目を，どういう視点で，
どう調べて，どう記述するかとい
う実務内容が記されています。実
務上はこちらを見れば，レポート
は基本的に出来上がります。
　先ほど紹介させていただいた
HIPは，RICSは自分たちよりも
簡単な仕事であると認識していま
す。つまり，実行する場合はかな
り合理的に進めないと採算がとれ
ないということがありまして，チ
ェック方式に近いような書式を準
備して，これを埋めていけば，安
価な仕事も採算ベースがとれると
いう配慮がされています。基準は
おおよその方向を示した上で，ど
れくらいの報酬がもらえるかとい
うこととの関係で，どう実務対応
すればいいのか，必要と判断すれ
ば，チェック方式のようなものま
で，準備して，職能の周辺が浸食
されないように日々努力をしてい
るということだろうと思います。
　再調達原価のことについて，今，

の価格で入手できますか。
○五十嵐　弊社にもありますが，
560ドルですので約４万円です。
○河野　かなり高額ではあります
が，その中に最新，かつ詳細なデ
ータが収録されているということ
ですね。
○五十嵐　そうですね。これがな
いと仕事にならないということも
あり，560ドルは決して高い値段
ではないと思います。
○河野　そのデータ集には，例え
ば州別の地域格差や，年次別の時
点修正等のデータも載っています
か。
○五十嵐　はい。日本でも地域格
差はあると思いますが，それと同
じように地域格差の別表の資料も
ありますし，建物ごとの品等とい
うか，Aクラス，Bクラスなどを
区分する際のマニュアルのような
ものもあり，非常に充実した資料
だと思います。
○河野　なるほど，ありがとうご
ざいました。
続きまして，中城さんに内外にお
ける有用なデータやツールについ
て紹介いただきたいと思います。
先ほど少し触れられたがRICSの
Red Bookの翻訳・出版，建物の
鑑定評価必携の執筆・編集等に関
わってこられた経験から，参考に
なるような情報をご提供いただき
たいと思います。
○中城　まず，RICSの基準と実
務の概要についてお話しします。
RICS会員が提供する業務として

「RICS住宅購入者向けの調査およ
び評価（HSV）」があり，RICSは
その基準を作成しています。レッ
ドブックに書かれている内容その
ものは，３ページほどの極めて単
純なものです。つまり，基準は定
性的な記述ですが，それを受けて
実務をどう処理するかというプラ
クティスノートが出されています。
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イフ化推進の必要性が高まってき
たため，もっと広く活用されるツ
ールを整備する必要があるのでは
ないかというのが今回のツール開
発の話です。その検討のベースに
なるであろうと考えられるのが，
今お話しました運用マニュアルで
ありまして，切り口としては，「基
本性能」，その上に「安全」，「快適」
という分類でそれぞれのビルの診
断項目があって，定量化していく
という構成になっています。そし
て，「基本性能」，「安全」，「快適」
の各評価に対してウエートづけを
行い，診断の総合評価で点数をつ
けます。既存ビルの程度や地域性
もある程度踏まえた結果になると
思いますので，鑑定評価における
物理的要因，機能的要因の分析に
はそれなりに対応するであろうと
思います。それから，経済的要因
についても，ある程度の判断材料
として使えるのではないかと思い
ます。耐用年数に基づく方法につ
いても，築年数が何年だからとい
う単純なものではなくて，維持管
理の状態や改修の程度などによっ
て総合評価点に違いが出ますので，
客観的な根拠の一つとなり得るの
ではないかと思います。さらに，
観察減価法でどの程度の観察減価

成23年10月からは本委員会とし
て「建物評価検討委員会」が設置
される予定です。
　この委員会では，平成22年度
の調査結果を踏まえて，「（仮称）
市場競争力から見た建物評価ツー
ル（オフィスビル用）」を開発し，
普及・啓蒙を行っていくことを考
えております。また，共同住宅用
のツールも必要に応じて開発して
いくのだろうと思います。
　また，日本不動産鑑定協会にお
きましては，平成22年度に設置
された「不動産鑑定業将来ビジョ
ン研究会」において，「建物評価
の充実」が課題の一つとして提示
されまして，平成23年９月から
調査研究委員会において検討を行
うこととなりました。BELCAに
おける新たなツールの活用なども
踏まえて，建物評価の精緻化を図
るための検討を行うことになると
思います。
　BELCA，日本不動産鑑定協会，
いずれにおいても，これから本格
キックオフという段階であろうと
思います。
○河野　吉村さんのお話によると，
BELCAでは既に準備委員会でレ
ポートをまとめられているようで
すが，建物評価の精緻化につなが
る建物評価ツールというのは，ど
んなイメージで，今後どのように
開発しようとされているのか，参
考までに伺いたいと思います。
○吉村　BELCAでは，「ビルの
資産価値を高める〈安心：安全・
快適〉運用マニュアル」というも
のがありまして，これは主にビル
オーナー向けに既存ビルの修繕・
改修に役立ててもらえるようにと
いうことで作成されたものです。
このようなツールや，先ほど来，
話題に挙がっておりました環境不
動産に関しての各所での研究が行
われている中で，建物のロングラ

かと考えて，必携でその方法を示
しました。
　そのときのくくり方として，建
物の部分別科目という原価項目の
分け方に注目しました。この方法
であればいろいろなデータもあり
ますし，専門家に聞いても答えや
すい内容で質問できます。部分別
科目に注目して再調達原価の間接
法による求め方を精緻化しようと
いう内容です。
　評価必携は積算価格のことしか
書いていませんが，複合不動産の
取引事例比較法においても建物の
比準ということが出てきますが，
その際にもこの考え方は援用でき
ます。精緻化のための一つの考え
方として，建物の品等格差修正を
行うために，土地の考え方に類似
の方法で比準をしてはどうかと考
えております。
○河野　中城さん，ありがとうご
ざいます。
　ところで，最近，BELCAや鑑
定協会でも建物評価に関連した各
種の取り組みが行われようとして
いるとお聞きしております。吉村
さんから，そうした動きを踏まえ
て，適正な評価に有用なデータや
ツールについて言及していただき
たいと思います。
○吉村　まず，BELCA（公益社
団法人ロングライフビル推進協
会）におきまして，平成21年度
の事業委員会で，「既存建物の改
修を促進し，良好な建築ストック
を形成するためには，建物の性能
や質が適正に評価される必要があ
り，建物の適正な価格評価のガイ
ドラインを作成し，普及に努める
ことが必要である。」という見解
がまとめられました。これを受け
て，平成22年度に，「既存ビルの
適正な価格評価実現方策の検討委
員会（主査：中城康彦）」が準備
委員会として設置されまして，平



Appraisal & Finance  2011. 1226

感です。プラス評価の一例として
挙げれば，建物と一体的に整備さ
れた庭園等を評価する場合，庭園
というのは，時間の経過とともに
熟成して非常に高い価値が累積し
ているという判断を下すケースが
多いものです。先ほども中城さん
から触れられましたが，そうした
価値を鑑定評価の中にどう生かし
ていくかということが大事なこと
だと思っております。ただ，この
議論は別の機会に譲りたいと思い
ます。
　続きまして，中城さんからご意
見を伺います。
○中城　先ほど五十嵐さんからも
ご指摘がありまして，私もそれを
引用させていただきましたが，原
価法は理論的な方法であるので理
論的に求める，つまりデータに基
づいて評価するということをもう
一段進めるべきだろうと思います。
そのために，鑑定評価においては
きちんと情報を徴求するというこ
とです。情報がなくても判断でき
るから特段の必要性はないという
ことではなく，情報をしっかりも
らい，それを価格に反映すること
が必要になるということが１点目
です。
　そのために，建物の履歴情報を

　減点主義ではありませんが，設
計や施工が優れているとか，維持
管理の状態が良好であるといった
プラスの項目が，なかなかプラス
評価として反映されにくいという
ことが現状であって，地道に良い
設計・施工・管理運営を行ってい
る不動産及びその関係者は，得る
べき利益を損なってしまうことが
多分にあるのではないかと思いま
す。
　特に，環境関係の要因に関して
は，マイナス評価のみならずプラ
ス評価を積極的に導入しなければ，
環境配慮に対応する不動産が増え
て，環境に対する社会の意識が高
まる時代においては，評価の適正
性が疑われて，優良なストックが
損なわれてしまう危険性があると
思います。
　以上のことを踏まえて，建物評
価の精緻化の方向性にマッチする
評価軸の整理やツールの活用など
が必要であると考えております。
これまでは，物理的，機能的，経
済的要因を，減価修正における減
価の要因として捉えてきましたが，
プラス評価の重要性をかんがみる
と，今後は，増価の要因としても
捉える必要があると思います。物
理的，機能的要因については，建
築の専門家の意見を活用するなど
して，より一層精緻な分析を行う
べきでしょうし，経済的要因につ
いては，物理的，機能的要因を踏
まえて，評価軸の整理などを行っ
て，的確な要因分析が求められる
のではないかと思います。
　これらを検討するにあたっては，
鑑定評価基準，ガイドライン，実
務指針などの将来の改正も見据え
た取り組みが必要であると思いま
す。
○河野　確かに，「減点主義に基
づく建物評価のスキームはいかが
か」というご指摘ですが，私も同

をすべきかを判断する際にも，同
じエリア，規模，築年数の既存ビ
ルで手の入れ方の違いなどを数量
化できるツールであるため，有効
な判断材料の一つとなるのではな
いかと思います。
　決して，このツールだけで不動
産鑑定評価における建物ファクタ
ーをすべて拾いきれるとは思わな
いのですが，有用なツールになる
ことを期待しておりますので，こ
れから開催される委員会で実のあ
る検討がなされればと思っており
ます。

建物評価に関連して
取り組むべき方向

○河野　それでは，最後の論点に
入りますが，今後，我々が取り組
むべき方向性について整理して，
建物評価の精緻化に繋げていけれ
ばと思っています。
　これまでの議論をお聞きしてい
ますと，建物評価において，さら
に精緻化を図るべきである，その
ために取り組むべき事項は多々あ
るというご指摘でしたが，その辺
をもう少し詳しく伺います。

「今後，建物評価に関連して取り
組むべき方向」ということで，ま
ず吉村さんからご指摘いただきた
いと思います。
○吉村　先ほども少し触れました
が，建物評価におけるリスク把握
に関しては，エンジニアリング・
レポートが重要な役割の一端を担
っているのではないかと思います。
建物の遵法性，仕上・構造，設備
システムや劣化状況，環境リスク，
土壌汚染リスク，地震リスクなど
について把握できますが，不動産
鑑定における経済価値の判定にあ
たっては，こうしたものはこれま
でマイナス評価として見られる局
面が大半ではなかったかと思いま
す。
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価値に割り戻して控除すべきでは
ないかと。また，評価額は，積算
価格と収益価格の両方を出してい
るけれども，経済的減価を適切に
反映している，つまり将来の建物
の取り壊し費用をDCFの過程で
計算している収益価格の方が積算
価格よりも優先されるべきではな
いか，という質問を受けました。
　建物評価で経済的減価を求める
にあたって，取引事例比較法や収
益還元法を用いて求めるという考
え方ができるのは，やはり不動産
鑑定士が一番適しているかと思い
ます。そうすることによって，第
三者や直接のクライアントに対し
て論理的に説明することが可能と
なりますし，不動産鑑定士の地位
向上も保てるのではないかと思っ
ています。
　よく拝見するレポートで，積算
価格に一体減価や市場性減価で補
修正している場合がありますが，
こうした場合，海外のクライアン
トや第三者の質問に対して答えづ
らい部分があるので，こうした部
分については注意すべきではない
かと思っております。
○河野　お三方から，今抱えてい
る建物評価に関連して，解決すべ
き課題を踏まえながら，どういう
取り組みをなすべきかという意見
をいただきましたが，さらに補足
することがあれば何方からでもご
発言願います。
○中城　先ほど，吉村さん，河野
さんからもご指摘がありましたが，
土地と建物だけで考えると抜け落
ちるもの，つまり，外構の価値や
外構がその状態になるまでに積み
重なってきた時間の価値，そうい
うものは一つの敷地だけでは実現
できないという意味では，そうい
うことに価値を認めているコミュ
ニティの状態であるとか，そうい
うものが，特に原価法では反映す

引で簡便な評価書を出すというこ
とも，5000人とも言われる鑑定
士の業務のためには必要になって
こようかと思います。
　そういうときに，簡単なものだ
から適当に評価すればいいという
ことでは，かえって自縄自縛です
ので，そういうものについても徴
求し得る報酬料の中で精緻なもの
を作成する。精緻化の意味をいろ
いろなところで拡大して考えなけ
ればいけないという局面に立ち至
っていると考えております。
○河野　それでは，五十嵐さんか
ら，この問題についてご意見を伺
います。
○五十嵐　吉村さんのお話にもあ
りますとおり，原価法では，やは
り経済的減価をどのように扱うか
ということがメインテーマになる
と思います。また，中城さんのお
話のとおり，不動産鑑定士が今後，
建物評価についてより精緻化を図
っていくことは，不動産鑑定士は
もちろん，今，いろいろな問題を
抱えているクライアントにとって
も重要だと思っています。
　そうした中で，海外のクライア
ントから最近あった質問が思い出
されました。対象となるのは事業
用の定期借地権付建物で，いわゆ
るショッピングセンターのような
ものですが，テナントが満室で稼
働していました。この場合，評価
対象は，事業用の定期借地権がつ
いていますが，基本的には建物が
中心と考えていいのかと思ってお
ります。したがって，原価法と収
益還元法（DCF）を適用できる
と思います。その場合に，物理的
減価は耐用年数に基づく減価額で
十分に対応できるかと思いますが，
海外のクライアントから指摘があ
ったのは，経済的減価を具体的な
金額として査定するにあたって，
将来の建物の取り壊し費用を現在

蓄積することを社会の慣行として
定着させる必要があろうと思って
います。現在，そういう情報を預
かる仕組みが住宅については動き
始めています。鑑定評価でも，建
物が建てられて以降のいろいろな
情報に基づいて評価するという仕
組みを武器にできます。鑑定の世
界も履歴情報を蓄積する仕組みを
支援し，自分たちもそれを利用す
ることがこれからの方向性だと思
います。
　２点目は，予測の原則について，
専門家としてもう少し自信を持っ
て適用するということです。つま
り，市場代行者という名のもとに，
市場で今見えていないものは評価
しない，そういう意味では保守的
な評価をしていますが，考えてみ
れば，建物は，一般的に，価格時
点以降，何年，何十年と残存する
わけですから，その間に将来のい
ろいろな社会・経済の変化の中に
建つわけです。それを引き戻して
価格時点の価格を評価しているわ
けですので，環境や長期耐用など，
試みは見え隠れしているが，それ
を市場がどう評価するかというこ
とについて必ずしも客観的なデー
タがないことについて，予測の原
則をきちんと適用することが，精
緻化，さらには社会の信頼につな
がるのではないかと思っています。
不動産鑑定士はそれが許されてい
る専門家といえます。
　イギリスの例で幾つかご紹介し
たようなことが日本でもこれから
起こる，あるいは，起こさなけれ
ばいけないだろうと思っています。
つまり，鑑定評価の業務が拡大し
ない中で，周辺の業務に鑑定士が
乗り出していくことが必要になろ
うかと思います。先ほどのイギリ
スの例にならえば，鑑定士が今ま
では携わってこなかったような安
価で簡便な仕事，例えば住宅の取
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おり，対象不動産がこれらを遵守
しているかどうかを厳密に調査す
ることは言うまでもないことです。
さらに一歩進んで，優良な環境不
動産のストック形成，環境・エネ
ルギー技術の向上等，環境パフォ
ーマンスの向上に貢献している建
物については，建築コストが高い
という費用分析に留めずに，収益
性・市場性の観点から十分に分析
を行って適正な価値把握に努める
必要があるでしょう。
　従って，今後の取り組みとして
は，既に各方面で着手されている

「不動産に係る環境価値評価基準」
の整備を促進し，環境配慮型不動
産の供給及び不動産の取引市場並
びに投資市場の状況等々に注視し
ながら，不動産市場におけるパフ
ォーマンスの検証を蓄積して，そ
の結果を順次反映しながら適正か
つ説明力のある評価を実践するよ
うに努めるべきであると思います。

結　び

○河野　それでは，最後に皆さん
方から，本日のセミナーに関連し
て一言ずつ感想を伺いたいと思い
ます。
　まず，中城さんからお願いしま
す。
○中城　不動産鑑定士という不動
産の中核をなす専門家が，土地か
ら建物へ主役が変化する中で，建
物評価の精緻化に目をつむるのは，
専門家として自己否定にほかなら
ない，専門家としての自殺行為で
あると考えます。本日，皆さんの
意見を聞いてますますそういう意
を強くしました。
　建築等，他の専門家と協働すれ
ばいいという考え方もありますし，
それも必要なことと理解しており
ます。しかし，それも度を過ぎる
と結果は同じことになるのではな

は拾いきれない部分があると思い
ます。
　ですからそのあたりは，土地・
建物以外に，「その他」という部
分が，少なくとも積算価格の内訳
としてあるべきではないかと思い
ます。この辺は，鑑定評価基準で
もあまり明確にされていない部分
なので，証券化対象不動産の評価
の場合などでは，往々にして，な
ぜ収益価格が積算価格をこんなに
上回ってしまうのかという乖離率
の議論となりますが，そもそも構
造的な問題にも目を向けて，そこ
を再考する必要があるのではない
かと思います。
○河野　五十嵐さん，何かコメン
トすることがありますか。
○五十嵐　本日のセミナーは非常
に有意義で，勉強になりました。
というのも，例えば先ほどの吉村
さんの原価法の課題で，経済的減
価が一番対応しなければいけない
問題であると，私も以前からそう
思っていましたし，非常に有益だ
ったと思います。
　また，先ほど中城さんから紹介
がありました外溝・工作物実例デ
ータ集も，実務上，非常に助かっ
ています。使う頻度は少ないかも
しれませんが，あまり一般的では
ない情報をきちんと常日ごろから
集めていくことの重要性を改めて
認識することができました。
○河野　五十嵐さん，ありがとう
ございます。
　ところで，これまでの議論を振
り返ってみますと，わが国でも環
境重視型社会に移行しつつある状
況下で，今後の取り組みとしては，
環境に配慮した建物であるか否か
を，費用性・収益性・市場性にど
のように関連づけて評価するかと
いう重要な課題があると思います。
　近年，環境問題に対する各種の
法律・条例等が制定・施行されて

る部分がないというのは，手法と
して不十分ではないかと思います。
　熟成度修正が別の概念としてあ
りますが，同様の発想による広義
の熟成度修正を考える余地がある，
吉村さんは，それを「増価」とお
っしゃいました。「増価」という
と抵抗を持たれる方もいると思い
ますので，少し違う見せ方で表現
して，基準あるいはそれに近しい
ものの中に入れ込むのがよいので
はないかと思います。
　今般紹介いただきました評価必
携の姉妹版に「工作物外構編」が
あって，土地・建物には含まれな
いが，その価値を構成するものの
見方について，資料を提供してい
ます。しかし，資料があるだけで
は価格に反映できないから，両者
をつなぐ概念を基準の中に盛り込
んでもいいのではないかと思って
おります。
○吉村　今お話があった積算価格
の問題点については，今日の建物
評価のテーマから話が少しずれる
かもしれませんが，少し進展があ
ってもいい課題だと考えておりま
す。先ほど五十嵐さんから，海外
では，収益不動産の場合，積算価
格と収益価格が乖離していて，そ
の乖離の原因の一つを開発利益と
捉えて，積算価格に加味して考え
るというお話がありました。土地
と建物のパーツだけを積み上げて
いく積算価格と，複合不動産とし
ての収益価格を対比して評価して
いるのが現状だろうと思いますが，
実際に収益価格を考えてみますと，
収益不動産として稼働する状態を
作り出すために事業化する段階で，
土地と建物のパーツだけではなく
て，その他の付随的なコストがか
かっていますし，あるいは，実際
に収益を生んでいる細かい工作物
や空間などの部分は，土地・建物
のパーツを積み上げた積算価格で
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織といった単一体での取り組みで
は難しいように思います。また，
吉村さんと五十嵐さんからご指摘
がありましたように，いろいろな
方が，いろいろな角度から問題解
決に取り組んで，その成果を公表
しながら，議論に供する。その議
論の積み重ねがあってこそ，はじ
めて建物の評価，ひいては複合不
動産の鑑定評価の精緻化と説得力
を向上させ得るのであろうと，つ
くづく感じました。
　本日は限られた時間での座談会
でしたので各論にまで踏み込めな
かったのは極めて残念でしたが，
今後，機会があれば，本誌におい
て，建物評価に各論のテーマを取
り上げていただき，さらに議論を
深めていただければ幸いです。そ
して，今回のセミナーがその契機
になれば，望外の喜びであります。
　本日の議論に参加いただいた中
城さん，吉村さん，五十嵐さんの
お三方に改めて御礼を申し上げ，
本セミナーを終了したいと思いま
す。
　ありがとうございました。

（ 2011年10月７日，霞ヶ関の霞山
会館にて収録）

変重要性が高まっていると思いま
す。そして，不動産鑑定士が中心
となってこの社会のニーズにいか
に応えられるかが今問われている
と感じています。
　これまで，土地の要因分析や収
益還元法の精緻化に十分に取り組
んできた実績がある不動産鑑定士
という研究熱心な専門職業家であ
れば，建物評価についても積極的
な取り組みができる可能性が十分
にあるのではないかと期待したい
と思います。
○河野　要するに，土地の評価に
傾注した取り組みと同等の努力を
すれば，もっと建物評価の精緻化，
ひいては不動産全体の適正な評価
に繋がっていくということでしょ
うか。
○吉村　はい。
○河野　本日は，皆様方から貴重
なご意見，ご提案を頂戴し，誠に
ありがとうございました。本セミ
ナーを通じて幾つかの問題が明ら
かにされました。中城さんからは
新たな視点に立脚した評価の考え
方が幾つか示唆されました。また，
これらの課題を解決するためには，
特定の者，あるグループ，ある組

いかと思っています。そういう意
味で，鑑定士は，敢然と建物評価
に取り組むべきでありましょう。
方法論を確立し，理念と実務を結
ぶプラクティスノートのようなも
のを作成し，研修を行い，専門家
としての能力を高めることがとて
も大事ではないかと考えました。
　以上です。
○河野　次に，五十嵐さん，いか
がでしょうか。
○五十嵐　本日のテーマで思いま
すが，建物評価の精緻化は，不動
産鑑定士が必要としているという
よりも，依頼者が，不動産鑑定士
に今まさに求めていることですし，
これは不動産鑑定士にとってはチ
ャンス以外の何ものでもないだろ
うと思います。ですので，いろい
ろなデータを集めるなり，分析検
証すれば，依頼者に対しての説明
責任も果たせますし，まさに今取
り組むべき問題ではないかと思っ
ています。
○河野　続いて，吉村さんいかが
でしょうか。
○吉村　冒頭の繰り返しになりま
すが，建物評価というのは古くて
新しいテーマであって，昨今，大


